
裁 判 所

平
成

現
住
所

出
生
地

本
籍

年〃〃

〃 〃 ｜ 〃

六’

三’

〃〃〃

一
ハ

一
ハ
ー
○

1

1 号
一

一

■■■■■■■d■ 二

〃〃

四

｜
も
一
一
一

一

〃〃 １
１
１
反
鰍
噸
吋
陥
階
偶
陳
愉
騰
臓
剛
肺
Ｍ
例
陣
臘
岬
叶
陥
け
し
伯
’

一
二
一
簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

一
一
福
島
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

ヘ

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

福
島
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

Ｌ

Ⅱ

ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

ｄ

Ｉ

Ｂ

ｌ

Ｉ

ｌ

１

４

ｌ

ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐

１
８
６
■
１
口
！
■
１
４
０
■
０
■
■
■
■
■
１
１
０
Ⅱ
１
９
‐

Ｉ
６
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
４
Ｉ
Ｉ
・

．
Ｐ
“
４
．
■
勺
守
ｑ
０
Ｖ
０
０
１
１
６
ｌ
ｌ
４
ｊ
ｌ

ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｒ
Ｉ
１
１
ｒ
ｌ
ｌ

，
ｌ
０
Ｉ
Ｐ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
’
１
Ｊ
Ｊ
１
‐
ｑ
０
１
日
０
■
■
■
■
■
０
０
■
Ｉ
０
Ｌ
Ｐ
Ｐ

ト
ー

１
０

ｑｄ

出
生
の

年
月
日

氏
名

旧
氏
名 閥

項

わ
た
な
べ

渡
部

■
０
６
４
１
，
。
↑
守
り
▲
も
ｂ
↓
０
１
１
ト
ー
ト
ト
ｑ
４
ｄ
ｄ
ｂ
Ｉ
１
９
１
８
１
９
１
１
１
Ｉ
０
１
１
Ｉ
ら
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
Ｉ
■
Ⅱ
■
０
１
１
１
Ⅱ
Ｉ
１
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

昭
和
三
十
六
年
三
月
二
十
五
日 ｜

I

｜
″

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ト
ー
１
１
‐

一
内

内

１
４
０
日
Ｉ
１
９
１
ｊ
１
？
Ｉ
ｌ
ｊ
ｉ
０
ｊ
０
０
Ｉ
ゆ
Ｙ
４
１
９
■
！
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
Ｐ
４
４
１
ｊ
９
Ｉ
●
０
Ⅱ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｂ
ｌ
Ｉ
Ｐ
Ｌ
Ｐ
■
Ⅱ
Ⅱ
７
１
，
ｊ
ｌ
９
６
ｑ
９
Ｕ
ｄ
０
０
ａ
，
０
■
日
日
■
０
■
１
４
６
１
１
１
日
■
■
０
■
↓
０
■
Ⅱ
！
■
ｌ
■
■
■
日
■
■
■
■
Ⅱ
６
０
，
４
６
ｆ
ザ
４
１
１
６
０
‐

●
４
６
Ｕ
０
０
１
ｌ
４
４
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｊ
Ｉ
Ⅱ
↓
巾
ト
ト
↓
１
７
０
１
■
１
８
日

■
！
ｑ
■

内 最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

閣

最
高
裁
判
所

〃

庁

ゆ
う
じ

勇
次

閣

｜
I

I

i 名
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2丁

〃 〃 〃

八

〃

｛
ハ

〃 〃 平

成

五

年

号

〃 〃

四 四

〃

四
一
一
一

月

〃 〃

一 一

一

一

一．

一

一

一

五
日

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

１
１
１
●
１
４
１
７
１
４
１
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
ｊ
０
４
１
４
ｌ
Ｏ
■
ｕ
０
ｕ
８
ｌ
ｈ
Ｂ
９
９
Ｕ
■
ｑ
ｌ
ｌ
１
０
４
副
４
１
１
．
“
‐
１
’
１
１
４
Ｊ
４
ｊ
ｌ
ｌ
Ｊ
■
Ｉ
０
Ｐ
ｊ
４
Ｉ
ｑ
４
Ｉ
ｌ
４
Ｐ
ｌ
０
ｌ
６
Ｉ
ｒ
０
Ｐ
Ｏ
４
０
ｊ
Ｌ
９
ｌ
ｌ
Ｏ
ｌ
Ｉ

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

■
口
ｑ
ｌ
ｑ
０
‐
１
ｑ
４
口
１
‐
ｌ
司
り
■
１
１
１
１
１
１
０
１
１
１
１
１
１
Ⅱ
０
１
１
１
Ⅱ
Ⅱ
日
■
■
■
８
．
８
■
０
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
８
Ｂ
８
■
Ⅱ
８
０
６
０
■
０
０

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
付
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

行
う
こ
と
を
命
ず
る

別
研
究
（
民
間
企
業
長
期
コ
ー
ス
）
研
修
員
と
し
て
研
修
を

化
成
工
業
株
式
会
社
に
お
い
て
平
成
五
年
度
裁
判
官
国
内
特

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
旭

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事
項

最
高
裁
判
所

４
Ｂ
■
■
ｇ
も
■
■
■
Ⅱ
日
日
Ⅱ
■
６
０
９
■
Ⅱ
０
１
９
４
０
↓
。

I

内

閣

〃 〃

■

６

９

Ⅱ

Ⅱ

１

１

Ｐ

４

■

■

１

冊

『

１

■

０

４

５

日

Ｐ

Ｐ

ｄ

Ｕ

Ⅱ

０

■

〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

裁 判 所

渡
部
勇
次



Ｏ
●

ﾑ.〉

f/

裁 判 所

〃 〃 ″
一
一

〃 〃 〃 〃

一

○

〃 平
成
八

年
号

〃

四
一
一
一

一

○ 五 四
一
一

一
一

Ｉ
Ｌ
Ｏ
■
卜
ｂ
■
Ⅱ
Ｏ
Ｌ
■
１
．
日
■
ｄ
ｑ
Ｊ
ｄ
１
Ｉ
１
４
４
１

〃

月

〃

一

一
一
一
一

一
一
一
一
舎
一

一

一

五
一

一

一
、
一
一
一 五 四

日
●

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

金
融
再
生
部
兼
務
を
命
ず
る

金
融
危
機
管
理
審
査
委
員
会
事
務
局
次
長
代
理
兼
務
を
免
じ

総
務
部
広
報
室
兼
務
を
命
ず
る

総
務
部
法
務
室
兼
務
を
命
ず
る

大
阪
特
別
業
務
部
指
導
課
総
括
調
査
役
に
昇
任
さ
せ
る

g

＊

る 金
融
危
機
管
理
審
査
委
員
会
事
務
局
次
長
代
理
兼
務
を
命
ず

命
ず
る

職
員
に
任
じ
大
阪
特
別
業
務
部
指
導
課
総
括
調
査
役
心
得
を

願
に
依
り
本
官
並
び
に
兼
官
を
免
ず
る

事

項

‐
，
ｌ
‐
ト
リ
‐
４
１
０
５
１
１
‐
Ⅱ
６
１
Ｉ
Ⅱ
‐
’
・
Ｉ
Ｉ
Ｂ
日
日
Ⅱ
１
Ｉ
０
Ⅱ
Ⅱ
！
‐
‐
↓
‐
ｌ
‐
‘
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
Ｉ
Ｐ
」
Ⅱ
１
０
，
日
Ⅱ
，
ｂ
１
４
１
１
‐
１
Ⅱ
０
６
０
９
↓
１
１
１
‐
Ｉ
‐
ｌ
卜
Ｌ
ｆ
ト
ー
‐
０
‐
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
９

〃

画
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
，
Ⅱ
１
１
口
Ｉ
Ｆ
，
ｂ
’
’
１
１
０
画
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｈ
０
ｑ
ｊ
・
４
１
１
ｌ
１
ｌ
ｌ
４
ｌ
’
６
口
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
０
甲
ｌ
０
Ｉ
６
Ｐ
ｑ
ｄ
‐
１
４
４
１
４
１
１
１
斗
‐
１
１
６
１
１
７
７
１
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
，

〃

■
０
．
．
凸
ｑ
ｑ
ｑ

４

ｉ

０

ｆ

４

０

７

■

，

ト

リ

ー

■

８

■

日

■

０

Ⅱ

１

０

０

卜

０

６

９

ｒ

↓

’

’

４

６

９

１

７

１

卜

ｆ

１

１

１

ｒ

ｌ

ｒ

ｌ

■

■

９

‐

Ｌ

Ⅱ

Ⅱ

１

１

，

１

●

‘

４

‐

１

も

Ｇ

１

■

Ｈ

Ⅱ

Ⅱ

０

１

１

１

０

０

■

１

１

内
閣

I
I

h

I

１
１
１

〃 〃 〃

ｒ
‐
Ｉ
‐
１
６
，
，
１
６
１
０
１
０
１
１
り
’
，
↑
１
１
１
，
０
‐
ｂ
１
４
０
１
‐
１
，
１
０
１
１
０
Ⅱ
Ⅱ
Ｏ
ｊ
０
１
‐
０
１
卜
ｂ
‐
Ｏ
１
ｕ
ｐ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
９
ｌ
ｌ
‐
ｆ
，
１
‐
Ｉ
，
‐
卜
‐
‐
‐
‐
４
‐
１
１
１

預
金
保
険
機
構

内
閣
庁

名

3丁

渡
部
・
勇
次



jﾄﾘ

、

ー■一F ユー－一一一一一一一一ー一L＝ユーー

－－－－－

4丁

〃

一

七

〃 ″

｜
｛
ハ

〃

－

五

ﾉノ 〃

。

平
成
一
二

年
号

四

〃 一

○ 四

〃

九 四 月

一

一

一

九

一

五 一

〃

八 一 日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
総
務
課
長
を
免
ず
る

I

４１１１‐ｌｌｌＩｌｉＩＪｌｄ４ｑｂＬＩｐⅡＩＬＩｌｂⅡＦＩＩＩ０■０１０■１４４りＩｌｌⅡ９１１↓ｌ‘ｌｌｌ４ｌ１１口ⅡⅡＩⅡ０１１１１１１１１４・ｌＩＩ１Ｉｌｌ１ｌＩＩ■■且■■■■１１０４Ｊ町１日ｄ‘Ｉｌ０ＩＰＩ４東京高等裁判所判事に補する

●

高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
の
事
務
代
理
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
大
谷
剛
彦
帰
国
に
つ
き
最

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
大
谷
剛
彦
海
外
出
張
不
在

１
０
■
ｂ
０
０
ｐ
Ｉ
４
６
ｌ
卜
↓
卜
Ｌ
ｒ
ｊ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
！
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｆ
４
ｌ
ｌ
６
１
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
『
４
０
Ⅱ
１
１
↑
１
１
ト
’
１
４
４
４
１
，
４
凸
■
Ｆ
■
Ｂ
■
９
４
６
４
■
■
■
■
■
０
■
■
■
■
■
■
■
０
Ⅱ
日
日
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｊ
Ｉ
１

中
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
の
事
務
代
理
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
総
務
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
主
計
課
長
を
免
じ

●
。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
主
計
課
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

十

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

Ｉ

ｌ

ヨ

ｌ

ｌ

ｌ

１

１

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
主
計
課
長
を
命
ず
る

判
事
に
任
命
す
る

■

Ⅱ

り

Ｉ

Ｐ

９

１

ｆ

ｌ

ｌ

ト

ー

０

４

１

ｆ

●

口

々

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

４

４

１

４

９

Ｉ

ｑ

４

６

Ｉ

Ｉ

１

４

６

守

０

４

１

１

１

Ｊ

■

０

１

０

４

１

４

１

６

ａ

０

ｑ

４

４

４

４

ａ

■

０

０

■

■

■

■

日

■

■

■

Ｈ

８

ｑ

１

ｄ

０

ｑ

ｑ

１

１

ｑ

ｑ

‐

Ｇ

Ｉ

４

ｑ

“

ｄ

’

０

ａ

。

■

、

■

Ｄ

ｒ

Ｐ

０

Ｌ

ｈ

ｈ

■

■

Ｌ

ｂ

■

ｆ

１

ｑ

ｐ

ｏ

Ｐ

Ｐ

Ｉ

ｂ

■

Ｐ

■

■

’

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

事

項

〃

Ｐ

Ｌ

Ｐ

卜

も

ｊ

４

４

Ｌ

１

Ⅱ

■

■

■

Ⅱ

Ⅱ

１

Ⅱ

Ｉ

０

０

１

４

１

１

ｌ

‐

Ｉ

１

１

１

４

ｊ

４

‐

４

４

１

．

■

Ⅱ

１

日

Ｐ

１

１

日

Ⅱ

Ⅱ

凸

Ｉ

■

０

９

１

８

８

９

ト

ト

Ｉ

Ｄ

』

ｈ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ｌ

０

ｌ

０

Ｉ

Ｄ

‐

Ｌ

ト

ー

ト

も

り

Ｐ

Ｂ

０

Ｉ

ｐ

ト

ト

卜

卜

Ｐ

ｌ

卜

‐

↑

私

ｂ

４

Ｉ

４

卜

８

９

Ｌ

■

〃〃
ｌ

１

ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

４

ｌ

４

０

１

１

申

１

１

１

‐

’

’

’

十

４

１

ｊ

ｈ

ｌ

ｂ

ｌ

ト

リ

０

■

・

ｂ

９

Ｄ

Ｄ

●

ｆ

Ｂ

Ｊ

０

４

０

９

９

４

４

Ｉ

ｌ

，

凸

■

日

日

ｌ

■

９

１

１

４

‐

０

．

１

６

８

■

Ｐ

ｏ

ｑ

６

０

■

０

ａ

■

■

日

Ｕ

ｑ

９

Ｂ

Ｉ

Ｉ

８

■

■

■

り

り

Ｐ

ｂ

。

，

，

ｌ

４

１

４

４

１

〃 最
高
裁
判
所

〃

Ｕ
■
■
日
ｆ
■
‐
９
９
卜
Ｆ
１
ｉ
，
Ｌ
●
■
９
‐
ｌ
Ｐ
‐
’
１
１
１
－
，
ｌ
‐
９
勺
■
１
８
Ⅱ
９
０
０
１
４
１
１
．
９
口
１
１
０
１
可
Ｊ
ｌ
４
ｄ
Ｐ
ｊ
■
■
９
９
■
０
寺
ｌ
ｆ
ｆ
ｊ
０
■
Ⅱ
０
０
■
Ⅱ
９
４
１
．
６
１
０
■
Ⅱ
Ｂ
９
Ｊ
１
ｊ
６
，
凸
Ｂ
■
■
■
〃
■
■
，
０
凸
日
Ⅱ
１
日
凸

内
閣

最
高
裁
判
所
庁
名

裁 判 所

渡
部
勇
次



4

’

裁 判 所

″

一
一
一
一

″

一
一
一

〃 〃 〃 〃 〃

二

○

平
成
一
九

年
号

九

一

○

’
一

〃 〃 〃

四

一

○
月

七

一
一
ハ 四

二
八

〃 〃

一 一
日

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

C

e

に
つ
き
任
期
終
了

．

ｑ

‐

Ｕ

●

１

１

０

‐

Ｂ

Ｉ

ｌ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

■

且

■

■

■

Ⅱ

１

，

６

０

１

１

１

’

口

１

１

１

７

１

１

‘

Ｂ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

１

１

ｑ

‐

０

１

４

１

１

１

’

１

１

０

１

１

１

０

‘

‐

，

１

１

０

，

〃

０

１

９

１

！

‐

ｌ

‐

ｌ

‐

‐

１

１

‐

‐

，

●

！

，

’

’

１

ｌ

ｉ

ｌ

ｌ

６

Ｉ

ｌ

Ⅱ

９

１

‐

Ｉ

卜

‐

‐

，

‐

ｒ

，

１

０

１

１

．

任
期
は
平
成
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

平
成
二
十
二
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
に
任

任
期
は
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

平
成
二

卜ー

一
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
に
任

任
期
は
平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

す
一

る

平
成
二
十
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

事
項

〃

Ｔ
■
ｌ
■
■
８
■
■
二
日
■
８
６
８
■
日
Ⅱ
１
０
■
‘
ｊ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
，
Ｉ
Ⅱ
ｌ
１
ｌ
ｆ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
４
１
‐
、
■
１
１
１
４
１
１
１
１
１
■
■
Ｕ
ｄ
ｇ
Ｂ
８
Ｂ
０
■
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
９
■
Ｉ
１
Ｉ
４
ｊ
４
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｑ
‐
１
１
４
●
ｐ
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｏ
Ｉ
ｂ
ｂ
、
ロ
ー
日
Ⅱ
‘

〃

■
■
日
日
ｑ
■
■
■
■
，
ｑ
１
ｌ
０
ｆ
０
４
１
４
０
９
４
４
ｑ
０
り
４
６
４
４
卜
？
８
１
や
’
０
０
■
６

法
務
省

イ

〃 東
京
高
等
裁
判
所

内
閣

１
１
１
１
１
１
↑
Ｉ

最
高
裁
判
所

庁

名

5丁

渡
部
勇
次



力

、
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裁 判 所

″
二
八

〃 〃

五

〃

四

〃 〃 〃 平
成
二
二

年

号

九 五 一 四

〃
一

○

〃

九
月

九
一
一
一 一

§
■
０
■
■
■
■
Ｂ
Ｄ
Ｐ
？
阜
卜
■
Ⅱ
■
弓
６
４
４
１
４
可
１
４
４
１
４
１
１
■
９
１

〃
一

五

〃

八
日

東
京
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
免
ず
る

１
１

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

‐
ｌ
Ｐ
ｌ
４
０
‐
７
１
‐
ｆ
ａ
１
Ｉ
０
‐
ｌ
１
ｄ
Ｐ
４
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
■
０
４
‐
ｄ
ｏ
’
Ⅱ
０
９
Ｌ
９
４
ｂ
■
１
Ｊ
■
ｌ
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
１
１
１
１
１
４
１
１
０
且

○

東
京
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

●

任
期
は
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

平
成
二
十
三
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
に
任

任
期
は
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る

員
に
任
命
す
る

平
成
二
十
三
年
司
法
試
験
（
司
法
試
験
予
備
試
験
）
考
査
委

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

■

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

事

項

〃 〃 最
高
裁
判
所

〃 法
務
省

５
■
■
日
日
■
ｑ
Ｊ
６
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日
Ⅱ
Ｉ
ｌ
０
Ｄ
０
９
０
ｆ
０
ト
ト
ｐ
ｈ
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
，
■
Ⅱ
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
ｐ
ｑ
■
■
■
■
■
■
■
９
０
６
Ⅱ
，
１
１
Ⅱ
Ⅱ
ｒ
Ⅱ
Ｉ
１
ｆ
ｈ
Ⅱ
Ｉ
Ｌ
ｐ
や
’
０
１
Ｐ
ｂ

ｊ
ｂ
■
ｂ
■
ｂ
ｂ
■
０
０
４
４
４
，
Ｊ
■
Ｏ
ｑ
４
６
０
０
６
９
Ｕ
呂
凸

最
高
裁
判
所

｝

６
１
９
’
Ｈ
１
１
Ｌ
１
ｌ
Ｉ
６
１
↓
１
６
，
↓
‐
‐
ト
ー
‐
Ｌ
●
９
Ｂ
Ｐ
ｌ
ｌ
ｌ
卜
０
ｈ
．
Ⅱ
Ｉ
Ｂ
１
４
ｒ
ｌ
ｌ
１
ｒ
‐
ｌ
Ｐ
１
１
４

内
閣 庁

名

6丁

渡
部
勇
次



‘）

’

裁 判 所

〃 〃 〃 〃

一
一

令
和
元

〃 〃

三

○

〃

一

一

九

年

号

〃

九

〃

一
一
一 ■■ 九 一 一 一

月

八 七

〃

五■ 一
一
一 一 －

日

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

１
６
十
ｌ
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
４
Ｉ
Ｉ
４
６
Ｊ
Ｉ
０
卜
凸
Ｉ
↓
ト
ー
ｌ
↓
Ｉ
‐
ｌ
ｊ
ｌ
４
ｌ
０
ト
ト
ト
■
ｌ
ｌ
ｌ
ｐ
ｂ
Ｂ
ｕ
ｐ
■
■
巳
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
■
■
０
８
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｈ
ｑ
Ｉ
ｊ
Ｂ
Ⅱ
９
ｌ
１
ｄ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
卜
７
１
１
Ｉ
ｂ
↓
ｊ
４
Ｉ
ｐ
Ｌ
１
Ｄ
Ｂ
ｊ
卜
■
■
判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

に
指
名
す
る

●

水
戸
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

ウ

水
戸
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

水
戸
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

水
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

◆

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

事
項

１
日
。
り
ｔ
ｆ
４
０
０
寺
１
０
０
Ⅱ
Ｈ
Ｌ
０
０
１
０
４
■
Ⅱ
９
１
１
０
回
Ⅱ
１
Ⅱ
■
Ⅱ
１
８
０
日
Ⅱ
Ｉ
■
Ｉ
。
１
１
■
０
１
９
冊
Ⅱ
Ⅱ
ｆ
ｉ
Ⅱ
Ⅱ
。
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
日
日
，
’
０
０
０
９
’
’
’
１
ｆ
４
‐
Ｊ
ｉ
ｒ
ｂ
９
０
ｒ
？
’
’
６
，
り
，
ｌ
４
１
ｌ
ｌ
０
Ｉ
ｂ

内
閣

、

最
高
裁
判
所

〃

内
閣

１

１

，

９

０

０

▼

も

↓

０

ト

ー

０

９

１

７

↓

４

０

も

ｌ

ｒ

Ｉ

１

ｂ

ｂ

ｆ

Ｉ

ｂ

■

■

Ｈ

１

１

Ⅱ

Ｐ

１

ｊ

ｌ

〃． 〃 〃

庁
名

最
高
裁
判
所

Ｉ
■
０
６
Ⅱ
０
１
１
１
１
Ｈ
■
ｄ
１
１
Ｉ
４
■
ｂ
Ｆ
４

7丁

渡
部
勇
次
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裁 判 所

〃 〃

五

〃

四

〃

一
一
一

令
和
二

年

号

四
一 一 八 九 月

二

八
一 一

一
一 八

日

■

‐

Ⅱ

１

０

４

■

１

１

Ｉ

Ｄ

１

０

ｄ

Ｉ

４

ｉ

Ⅱ

８

Ⅱ

Ｂ

Ｉ

ｌ

４

０

１

ｄ

Ｕ

４

０

ｂ

ｄ

０

Ⅱ

ｆ

９

６

４

ｌ

Ｉ

ｌ

９

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

０

１

１

日

Ｉ

ト

ト

０

ト

リ

ト

ト

ー

０

日

４

１

．

．

Ｊ

可

部

の

事

務

を

総

括

す

る

者

に

指

名

す

る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
‐

す

東
京
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る
る

ｄ
凸
■
■
■
■
日
巳
Ｉ
１
ｑ
■
Ｏ
Ｂ
６
０
‐
。
↑
４
１
４
４
Ｊ
‐
１
１
ｌ
ｌ
↓
１
１
１
Ｉ
ｆ
ｌ
。
ｒ
■
０
６
■
４
０
■
■
■
０
■
Ⅱ
■
■
９
１
４
９
１
７
１
↓
０
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ト
ト
ト
９
６
４
１
８
日
ｌ
■
Ｂ
■
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ⅱ
Ｏ
ｑ
ｆ
Ｐ
Ｇ
ｆ
■

１
１
１
１
回
■
０
日
ｑ
０
６
日
Ｉ
ｏ
０
ｌ
巾
ｆ
４
９
４
４
９
６
４
，
卜
申
０
ト
，
ｌ
卜
Ｌ
Ｐ
・
Ｉ
Ｐ
Ｉ
卜
も
■
ｑ
４
Ⅱ
・
Ｉ
８
ｕ
ｑ
Ｂ
Ｕ
Ｄ
６
Ⅱ
ｄ
ｔ
Ｄ
１
寺
Ｉ
４
ｑ
１
も
４
６
◆
４
卜
十
。
０
６
９
１
１
４
，
ｂ
０
ｆ
ｌ
尋
‐
Ｉ

〃
ｌ
巳
二
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
巳
５
１
１
１
０
１
０
０
Ⅱ
７
－
１
１
，
－
１
１
ト
ー
日
ｆ
Ⅱ
ｂ
■
卜
０
■
１
Ｆ
９
■

ト

ト

ｒ
０

ｆ

■
ｒ

サ

ト

Ｌ

ｂ
Ｐ

０

Ｂ
ｂ

Ｂ

ｄ

と

ザ
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

に
指
名
す
る

水
戸
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

水
戸
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

水
戸
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

水
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

r

I
,

〃

’

Ｉ

ｑ

４

６

４

９

４

０

９

４

甲

４

９

１

４

４

や

４

４

４

４

４

．

．

‐

４

６

ｂ

ｆ

■

・

■

ｈ

争

Ｐ

偶

卜

ｒ

ｐ

ｂ

，

，

Ｐ

，

Ｐ

Ｂ

・

ｂ

０

ｇ

ｆ

ｐ

４

↓

ト

ー

Ｌ

・

ｑ

ｑ

０

・

ｐ

ｏ

ｑ

ｌ

・

ｄ

０

ｑ

ｑ

１

４

ｑ

Ｄ

Ｌ

Ｐ

ｂ

Ⅱ

．

■

■

Ⅱ

４

４

１

‐

１

６

６

６

０

０

■

凸

４

０

０

１

日

Ｊ

１

ｆ

Ｉ

ｌ

‐

！

ｑ

０

０

Ｂ

ｂ

Ⅱ

１

１

４

Ｆ

も

卜

■

１

１

ｑ

ｌ

０

１

１

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

４

‐

１

１

I
1I

〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

8丁

渡
部
勇
次


